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目的と方針

　地域の理解と協力により、消防団が活動しやすい環境整備を進め、安全・安心なまちづくりを目指
して、危機管理の行き届いたまちづくりを推進します。

現状と課題

　現在、本町には、非常備消防として、本団及び９分団からなる消防団が組織されているほか、常備
消防として、伊予市、砥部町、本町の１市２町で設立した伊予消防等事務組合による松前消防署が設
置されており、互いに連携しながら消防活動等を行っています。
　消防団においては、消防団員数の減少による地域防災力の低下が懸念されており、昼間の消防力の
維持、施設・設備の更新が課題となっているほか、常備消防・救急についても、近代的な施設・設備
の整備や高齢化等に伴い増加傾向にある救急ニーズへの対応、大規模災害に備えた更なる広域化の推
進等が求められています。
　また、消防団員が安全に消防活動を遂行できるよう、装備や環境の整備も必要です。

施策の体系

消防の充実

● 消防団の充実と広域連携の推進

● 常備消防・救急体制の充実と広域連携の推進

● 消防水利の整備促進

● 普通救命講習の普及

消防の充実01

第１章　安全・安心な生活環境づくり
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主要施策

（１）消防団の充実と広域連携の推進
　�　地域消防の担い手である消防団員等の確保に努めるとともに、消防団施設や車両、装備などの充
実により、消防団活動の強化を図り、また、迅速に団員を招集するため、迅速かつ効率的な連絡体
制の整備を検討します。
　
（２）常備消防・救急体制の充実と広域連携の推進
　�　南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備え、消防広域化への検討をはじめ、消防車両、資機材の
整備などにより、常備消防・救急体制力の充実に努めます。

（３）消防水利の整備促進
　�　各地域の要望や実情に沿った防火水槽及び消火栓の整備を進め、消防水利の充実を推進します。
　
（４）普通救命講習の普及
　�　広報紙や町ホームページを通じて普通救命講習会を周知し、緊急的な応急対応ができる人材を育
成し、AEDを適正に使用できるよう操作講習の開催や受講促進に努めます。
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目的と方針

　町民ぐるみによる防災・減災の体制づくりを強化するため、防災・減災への啓発を推進し、継続的
な避難訓練等の実施により防災意識の更なる向上を図ります。

現状と課題

　南海トラフ巨大地震等の大規模な自然災害、大規模な事件や事故による危機事態に備えるため、地
域防災計画を適宜見直しながら、防災行政無線のデジタル化や自主防災組織の充実、企業や関係機関
等との応援協定の締結、さらには、町及び防災関係機関、町民が一体となった防災体制を確立するた
めの取組に努めてきました。
　引き続き、地域防災計画等の指針を適宜見直しながら、特に重要性が増している地域における自主
防災体制や庁内の危機管理体制の充実、海岸や河川の治水対策を促進し、あらゆる災害に強いまちづ
くりを進めるためにも、町民、事業者、行政が一体となり防災・減災対策に取り組む必要があります。

施策の体系

防災・減災の促進

● 総合的な防災・減災体制の促進

● 治水対策の促進

● 武力攻撃事態等への対策の促進

● 地域防災力の向上促進

● 水防対策の促進

防災・減災の促進02
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主要施策

（１）総合的な防災・減災体制の促進
　�　実情に即した防災まちづくりを総合的、計画的に推進するため、地域防災計画等の指針の見直し
を適宜行います。
　�　あらゆる危機に迅速かつ適切に対応できる体制を庁内に構築するため、職員を対象とした危機管
理マニュアルの整備や定期的な訓練、意識啓発の実施を図ります。
　�　防災行政無線を活用し、緊急時等の情報提供の一層の充実を図ります。
　�　災害発生時に拠点となる町内各所の避難所へ、食糧や物資などを備蓄する分散備蓄を推進します。
　
（２）治水対策の促進
　�　津波や高潮、河川の氾濫等による被害を未然に防止するため、自然環境の保全に配慮しながら、
県等関係機関との連携の下、堤防・護岸等の海岸保全施設の整備、河川の改修を促進します。
　
（３）武力攻撃事態等への対策の促進
　　大規模なテロや武力攻撃等に対する危機管理体制を強化していきます。
　
（４）地域防災力の向上促進
　�　災害が起きた際、人々の生命や財産に関わる被害をできるだけ軽減するために、地域防災の初動
活動が迅速、的確に行えるよう、自主防災組織の活動の促進を支援し、「自助」「共助」「協働」を
基本理念として、防災の意識・知識・技能を持った防災リーダーとなる人材を育成するとともに、
住民自ら自分事として災害時の行動に備えることができる取組を推進します。また、高齢者や障が
い者などの災害時要配慮者の把握に努め、避難行動要支援者名簿の情報更新や個別避難計画策定を
行い、地域との情報共有・防災力向上を図ります。�

（５）水防対策の促進
　�　水防体制を確保するため、自主防災組織等の水防活動を促進し、水防活動を効率的・効果的に行
うための重要水防箇所の見直し等により、水防対策の促進を図ります。
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目的と方針

　関係機関と連携しながら、地域の協力の下、町民一人ひとりの交通安全意識や防犯意識の向上に努
め、誰もが安心して安全に暮らせるまちを目指します。

現状と課題

　本町では、伊予警察署や伊予地区防犯協会等の関係機関・団体と連携し、防犯に関する広報・啓発
活動の推進や自主的な防犯活動の促進、不審者情報や犯罪・防犯情報の提供、街灯の設置等を図り、
犯罪の未然防止に努めています。また、自主防犯活動団体「スクールガードまさき」により巡回活動
が行われています。
　交通事故に関しては、伊予警察署や伊予交通安全協会等の関係機関・団体と連携し、交通安全指導
員による交通指導をはじめ、交通安全教育や啓発活動を推進し、町民の交通安全意識の高揚に努める
とともに、交差点などの危険箇所の点検を行い、交通安全施設の整備を進めています。
　全国的に交通事故の発生件数は減少傾向にある一方、高齢者の事故は増加しています。また、犯罪
全般の発生件数は減少傾向にありますが、情報通信システムなどを利用した新たな犯罪の発生が増え
ており、特に子どもや高齢者の被害防止対策が求められています。

施策の体系

防犯・交通安全の
充実

● 防犯意識の高揚と防犯活動の促進

● 犯罪の起こりにくい環境づくり

● 警察の防犯体制の充実促進

● �交通安全各種関係機関・団体と協力した交通安全啓発活動の
推進

● 交通安全施設の整備

● 高齢者の事故減少施策の運転免許自主返納支援事業の充実

防犯・交通安全の充実03
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主要施策

（１）防犯意識の高揚と防犯活動の促進
　�　伊予警察署や伊予地区防犯協会等の関係機関・団体との連携の下、広報・啓発活動やパトロール
活動等の充実を図り、不審者情報や犯罪・防犯情報の提供等を行い、町民の防犯意識の一層の高揚
に努めるとともに、「スクールガードまさき」による町民の自主的な防犯・地域安全活動を促進します。
　
（２）犯罪の起こりにくい環境づくり
　�　夜間における防犯環境の向上に向け、防犯灯の設置や維持管理を適切に実施し、道路や公園等の
公共的空間における見通しの確保と死角の解消に向けた取組を進めるなど、犯罪の起こりにくい環
境の整備に努めます。
　
（３）警察の防犯体制の充実促進
　�　伊予警察署によるパトロール活動の強化や交番機能の充実など、防犯体制の一層の充実を働き掛
けていきます。
　
（４）交通安全各種関係機関・団体と協力した交通安全啓発活動の推進
　�　交通安全指導員等の担い手対策や各種関係機関と連携し、高齢者を対象とした交通安全教育の充
実を図り、自転車のマナーアップ指導、ながら運転撲滅など、運転者、歩行者それぞれの責任を自
覚し周囲に配慮できるよう安全対策の普及啓発に努めます。
　
（５）交通安全施設の整備
　�　自転車や歩行者道の整備促進を図りながら、区画線やガードレール、カーブミラーなどの交通安
全施設の整備、危険箇所の改善に努めます。
　
（６）高齢者の事故減少施策の運転免許自主返納支援事業の充実
　�　交通事故の抑制と交通安全の普及を図るため、高齢者が運転免許証を返納しやすい環境づくりを
進めます。
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目的と方針

　本町の大きな魅力である水と緑の美しい自然環境・景観を最大限に生かして、環境負荷の少ない持
続可能なまちづくりを進めるため、総合的な指針を策定するとともに、環境・エネルギー施策を総合
的に推進し、美しい景観の形成、整備・保全に努めます。

現状と課題

　本町では、これまで、重信川や湧水、田園空間に代表される水と緑の美しい自然環境の保全をはじめ、
多岐にわたる環境・エネルギー問題への対応に向け、地域省エネルギービジョンやバイオマスタウン
構想、地球温暖化防止計画などの指針を策定し、省エネルギーの推進やバイオマスの利活用、地球温
暖化の防止等に関する取組を進めてきたほか、町民の環境保全意識の高揚や実践活動の促進に努め、
着実にその成果を上げてきました。
　景観に関して、本町は、景観そのものの整備・保全を目的とした総合的な法律である景観法の制定
を受け、平成17年に、景観行政の担い手として具体的な施策を実施する景観行政団体となり、良好な
景観づくりへの体制整備を進めてきました。
　今後は、本町の自然環境と景観を守るため、自然環境保全や公害・不法投棄の防止、環境美化活動
を推進するとともに、町民の環境保全に対する意識の啓発や本町の特色を生かした良好な景観づくり
が必要です。

施策の体系

環境保全と
景観の創造

● 環境学習、美化活動の推進

● バイオマスタウン構想の推進

● 地球温暖化対策の推進

● 水質汚濁等環境問題への対応

● 美しい環境・景観づくり

環境保全と景観の創造04
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主要施策

（１）環境学習、美化活動の推進
　�　環境にやさしいまちづくりを目指し、自主的な環境保全活動の促進に向け、小中学生を対象とす
る「松前町子ども環境学園」を通じて、子どもの環境保全意識・行動の定着を図り、地域とともに
取り組む環境学習、美化活動を推進します。

（２）バイオマスタウン構想の推進
　�　バイオマスタウン構想を適宜見直すとともに、当構想に基づき、休耕田等を利用したひまわり栽
培で収穫した種から食用油、バイオディーゼル燃料などを製造・利活用するとともに、資源ごみと
して家庭から排出される剪定枝の堆肥化を行うなどバイオマスが地域内で無駄なく利用される循環
型の社会づくりを進めます。

（３）地球温暖化対策の推進
　�　地球温暖化防止計画を適宜見直すとともに、当計画に基づき、行政自らが率先して公共施設の照
明・空調等の運用の適正化や、温室効果ガスの排出量削減に向けた取組を推進します。また、温室
効果ガスの排出抑制に向けて、家庭や事業所における対策の啓発及び実践活動の促進に努めます。

（４）水質汚濁等環境問題への対応
　�　自然湧水が見られる豊かな水環境のまちとして、定期的に水質測定を行い、監視に努め、水生生
物などが生息・繁殖できる環境づくりと町民の水質浄化意識の高揚を図ります。また、大気汚染や
騒音・悪臭等が発生した場合についても、速やかに対応できるよう、関係機関と連携し、定期的な
環境測定・監視体制の強化を図ります。

（５）美しい環境・景観づくり
　�　まちの適切な環境管理を行うとともに、町民・事業者・行政等が一体となって、景観づくりを通
じた地域の価値の発見と共有化により地域活性化を図ることを念頭に置きながら、景観に関する施
策を推進します。環境・景観に配慮したまちづくりに取り組んでいる町民の自主的な活動を支援し、
その普及・拡大に努めます。

46 47

12
88

39
　

松
前

町
役

場
　

松
前

町
総

合
計

画
書

　

 

R
em

o-
zo

　

 

53
　

 

20
24

/1
2/

10
 1

1:
10

:1
6

 

K

 



目的と方針

　人の生活や活動に伴って発生する廃棄物を抑制するとともに、安全で快適な環境への負荷の少ない
持続可能な循環型のまちを目指し、広域的なごみ処理・リサイクル体制、し尿及び浄化槽汚泥処理体
制の充実に努め、５R運動を促進します。

現状と課題

　本町のごみは、16品目による分別を行い、委託業者によって収集・運搬し、処理については、可燃
ごみは松山市の焼却施設で処理、資源ごみは中間処理業者を経てリサイクル、粗大ごみはリサイクル
と埋立処分を行っています。
　粗大ごみの戸別収集や可燃ごみ指定袋制度の導入、生ごみの資源化の検討、資源ごみの集団回収の
促進等を通じ、ごみの減量化やリサイクルに努めています。今後さらに、循環型社会の形成を一層進
めるために、広域的なごみ処理・リサイクル処理について検討を行うとともに、町民が５R運動に積
極的に取り組める施策の検討を行い、町民・事業者及び行政が連携・協力し、より一層ごみ減量及び
５R運動を促進していくことが必要です。
　また、し尿及び浄化槽汚泥については、許可業者によって収集・運搬し、伊予市松前町共立衛生組
合の「塩美園」において処理していますが、伊予市と連携して適正処理に努めます。

施策の体系

循環型社会形成の
推進

● 廃棄物処理に関する指針の見直し

● ごみの減量化・リサイクルの推進

● ５Ｒ運動の促進

● し尿等処理体制の充実

循環型社会形成の推進05
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主要施策

（１）廃棄物処理に関する指針の見直し
　�　実情に即した廃棄物の処理やリサイクル等を総合的、計画的に推進するため、一般廃棄物処理基
本計画の見直しを適宜行い、また、災害時など緊急に発生する災害廃棄物処理を迅速かつ適正に行
えるよう災害廃棄物処理計画の見直しを適宜行います。
　�　今後は、人口減少・少子高齢化の進行により、廃棄物の排出量の減少が見込まれますが、他方では、
高額な処理施設の更新コストが必要となり、廃棄物処理に係る費用対効果が減少していくことが懸
念されるため、廃棄物の排出動向を見据え、廃棄物の広域連携処理に関する検討を進めています。
　
（２）ごみの減量化・リサイクルの推進
　�　ごみ減量にかかる補助制度の充実や新たなリサイクル推進の仕組みづくり、ごみの分別収集とリ
サイクルに学校や自治会などと連携して取り組み、地域における集団資源回収の支援など、更なる
ごみの減量化に取り組みます。また、広報紙やホームページなどによる周知啓発により、町民のご
み問題に対する意識の高揚に努めます。
　
（３）５R運動の促進
　�　５R運動「ごみを出さない（リデュース）、再利用できるものは利用する（リユース）、再資源化
する（リサイクル）、レジ袋などをもらわないなど、ごみとなるものの発生自体を抑える（リフュー
ズ）、壊れても修繕して簡単に捨てない（リペア）」により、ごみの減量化を推進します。

（４）し尿等処理体制の充実
　�　許可業者による実情に即した適正な収集・処理に努めるとともに、社会情勢の変化等に応じ、し
尿の減少と浄化槽汚泥の増加も見据えながら、伊予市松前町共立衛生組合「塩美園」でのし尿及び
浄化槽汚泥処理体制の整備・充実に引き続き努めます。
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目的と方針

　子どもの遊び場や高齢者の憩いの場、町民の交流の場であり、また、いざという時のための防災機
能を備えた施設でもある公園の整備充実や維持管理に努め、やすらぎや潤いのあふれる緑や水辺の保
全を推進します。

現状と課題

　本町は、海、川、湧水の多様で豊かな水辺や田園空間等の自然に恵まれています。これらの水と緑は、
町民の誇りともなっており、こうした固有の環境特性を保全・活用し、次世代に継承していくことは、
まちづくりの基本的な課題となっています。
　今後は、災害時の避難・応急対策の拠点の確保、快適で安全・安心な公園づくりといった視点を重
視しながら、公園・緑地の計画的な改修や町民等との協働による管理体制の充実を進めていく必要が
あります。

施策の体系

公園・緑地・水辺の
保全

● 公園・緑地等の適正な配置・管理

● 親水空間の保全と創造

● 協働による公園・緑地等の維持管理体制の充実

公園・緑地・水辺の保全06
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主要施策

（１）公園・緑地等の適正な配置・管理
　�　地域人口や全体の配置バランスを考慮しながら、地区の実情に応じて公園・緑地等の適正配置を
図ります。また、設置の際は緑化の計画的な推進、ユニバーサルデザインの導入、バリアフリー化
を推進します。設置後については、誰もが安全に安心して利用できるよう維持管理を行います。
　
（２）親水空間の保全と創造
　�　既存の親水公園の保全及び有効活用に努めるとともに、塩屋海岸については、海岸を訪れた人が
快適に利用するための整備を検討します。
　
（３）協働による公園・緑地等の維持管理体制の充実
　�　町民や関係機関・団体との協働による公園・緑地等の維持管理体制の充実を図り、それぞれが持
つ特色を生かした有効活用を図ります。
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目的と方針

　次世代をつくる新しい住民自治を目指し、本町の地域性を生かした特色あるコミュニティ活動の活
性化につながる環境を整えます。また、コミュニティの必要性・重要性に関する啓発活動や情報提供
を行います。

現状と課題

　本町では、各地域の自治会により、運動会や夏祭りなどの伝統行事や地域ごとの特色あるコミュニ
ティ活動が展開されていますが、価値観の多様化や少子高齢化、核家族化の進行等により、地域にお
けるつながりが希薄になり、地域が本来持っている、互いに協力し助け合う機能が低下してきています。
　また、防災、防犯、環境、福祉、教育など行政だけでは対処しきれない町民生活に直結する地域の
課題が多様化し、深刻化しつつあるほか、活動するメンバーが固定化され、役員の兼職も多く、高齢
化も進んでいます。
　地域活動の担い手の高齢化やメンバーの固定化、協力・参加意識の低下等の諸問題に対し、地域コ
ミュニティの取組を中心に、地域における町民参加・協働の促進、意識向上を図るとともに、多様な
主体と連携した地域活動の活性化が必要です。

施策の体系

コミュニティの育成

● コミュニティ意識の啓発とリーダーの育成

● コミュニティ施設の整備支援

● コミュニティ活動の活性化に向けた支援施策の推進

コミュニティの育成07
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主要施策

（１）コミュニティ意識の啓発とリーダーの育成
　�　コミュニティの必要性・重要性に関する啓発活動や情報提供を行い、コミュニティ意識の高揚を
図り、若者をはじめとしたコミュニティリーダーの育成を図ります。
　
（２）コミュニティ施設の整備支援
　�　地域活動の拠点となる公民館や集会所等、地域コミュニティ施設の整備・改修を支援するととも
に、学校等の公共施設の地域活動への開放を推進します。

（３）コミュニティ活動の活性化に向けた支援施策の推進
　�　町民が自主的、主体的に開催するコミュニティ活動の活性化や、地域の連帯感を向上させるため
の支援を行い、町と地域が連携をとりながら、お互いに情報共有等ができるネットワーク体制づく
りを進めます。
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目的と方針

　町民の消費生活に対する意識と知識を向上させることによって、トラブルの未然防止に努め、消費
者対策の充実を図ります。また、消費生活の相談窓口の充実や情報提供、関係機関との連携強化など
に努めるとともに、消費者教育を推進します。

現状と課題

　本町では、愛媛県消費生活センター等の関係機関と連携しながら、広報紙等を通じた情報提供や、
公民館活動の一環としての講座等の開催、相談窓口における相談への対応などを行い、消費者対策を
推進しています。
　近年、携帯電話やインターネットなどの情報通信の発達や高齢化の進展などにより、消費者を取り
巻く環境は大きく変化しています。それに伴い、消費者トラブルも複雑・多様化していることから、
消費者自らがトラブルの未然防止や消費生活の安定・向上を図り、自立することができるよう、近年
の環境変化を踏まえた啓発や情報提供の推進、相談の充実に努める必要があります。

施策の体系

消費者行政の推進
● 消費者教育の推進による被害の未然防止

● 消費生活に関する相談体制の充実

消費者行政の推進08
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主要施策

（１）消費者教育の推進による被害の未然防止
　�　消費者を取り巻く環境が一層変化していくことが予想される中、消費者が十分な知識を持ち、自
らの判断で適切な消費行動ができるよう、関係機関・団体との連携の下、消費者教育を推進し、被
害の未然防止に努めます。
　
（２）消費生活に関する相談体制の充実
　�　複雑化するとともに増加する消費者保護問題に対応するため、近隣市町や愛媛県消費生活セン
ター等の関係機関と連携し、消費生活相談体制の充実を図ります。
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目的と方針

　地域のあらゆる町民が役割を持ち、支え合いながら、住み慣れた地域で暮らすことができる地域コ
ミュニティを形成し、助け合いながら暮らす地域づくりの実現を目指すとともに、福祉を支えるボラ
ンティア等の育成やサービスの充実に努めます。

現状と課題

　本町では、社会福祉協議会が中心となり、町民の社会福祉全般に関するさまざまなサービスや事業
を行っているほか、民生委員・児童委員協議会、各種福祉団体、福祉ボランティア団体等とが連携し、
地域における多様な福祉活動を行っています。
　今後、人口減少と少子高齢化が更に進む中で、誰もが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし
続けるためには、公的な支援のみならず、住民同士で支え合う地域の力が不可欠である中、地域の福
祉活動の担い手の高齢化が進んでおり、将来の担い手を確保する対策が必要です。
　また、年齢や障がいの有無などにかかわらず、その人らしく暮らし続けられるよう、行政、社会福
祉協議会、各種事業者、町民がそれぞれの力を出し合い、協働して地域の福祉を支え合う体制づくり
が必要です。

施策の体系

地域福祉の充実

● 福祉サービスを安心して利用できる環境づくり

● 多様な担い手の育成とサービスの充実

● 支え合い助け合う地域づくり

● ユニバーサルデザインのまちづくり

地域福祉の充実01

第２章　笑顔で暮らせる健康づくり
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主要施策

（１）福祉サービスを安心して利用できる環境づくり
　�　全ての町民が、福祉サービスが必要となった時に必要なサービスを選択でき、適切に利用できる
よう、また、生活の中で困った時には、必要な福祉サービスについて情報が適宜入手できるよう、
福祉サービスに関する情報提供を推進するとともに、福祉ニーズに応じた相談や支援を受け、自ら
の意思と判断の下、住み慣れた地域で安心して日常生活を送ることができる環境づくりに努めます。

（２）多様な担い手の育成とサービスの充実
　�　地域の福祉活動の中心的役割を果たす民生委員・児童委員と連携を深め、各種福祉団体等、地域
のボランティアの担い手育成に努め、また、社会福祉協議会、NPO及び民間企業等と連携し、団塊
の世代や若者の地域活動、ボランティア活動への参加促進を図ります。

（３）支え合い助け合う地域づくり
　�　高齢者、障がい者といった区分けなく、地域で支援を必要としている人を支え合えるよう、社会
福祉協議会と連携し、ボランティアに対する研修会、情報提供を行い、各団体間での情報共有、ネッ
トワークづくりを支援します。また、地域住民が行う地域の助け合い、見守り活動の拠点の場の確保・
運営に対して支援を行います。

（４）ユニバーサルデザインのまちづくり
　�　高齢者や障がい者、子どもも含め、全ての町民が不自由なく安全に安心して生活ができるよう、
ユニバーサルデザインのまちづくりの普及啓発活動を行うとともに、公共施設のユニバーサルデザ
イン化を推進します。
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目的と方針

　全ての住民が高齢になっても住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを最後まで続けることができる
よう、また、周りから尊重され、支え合って暮らせるよう、各種施策を総合的に推進しサービスの充
実に努めます。

現状と課題

　本町の高齢化は現状では県全体の水準には達していないものの、老年人口についてはこれまでの増
加傾向から長期的には減少傾向で推移すると予想されますが、介護・支援を必要とする高齢者やひと
り暮らしの高齢者、高齢者夫婦世帯への対策は今後も課題であり、生産年齢人口の減少による影響も
あって、支援する側の後継者不足も課題となっています。
　令和６年３月に、各種施策・事業を点検し、介護予防の推進や、地域で住み続けることができるよう、
地域支援事業の展開や介護サービス提供体制を見直し、第９期介護保険事業計画・高齢者福祉計画を
策定しました。
　引き続きこの計画に基づき、介護予防を柱とした各種施策・事業を着実に推進し、全ての高齢者が
できるだけ介護の必要な状態にならないよう、生涯にわたって自分らしく生き生きと暮らせるまちづ
くりを進めていく必要があります。

施策の体系

高齢者支援の充実

● 地域支援事業の推進

● 介護サービスの充実と適正運営

● 高齢者福祉施策の推進

● 地域包括ケアシステムの実現

高齢者支援の充実02
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主要施策

（１）地域支援事業の推進
　�　高齢者が要介護状態になることを予防するとともに、要介護状態になった場合においても可能な
限り地域において自立した生活を送ることができるよう地域支援事業（介護予防事業、包括的支援
事業、任意事業）を推進します。特に、地域包括支援センターを中心として介護予防ケアマネジメ
ントや総合的な相談、権利擁護等を行う総合事業・包括的支援事業を充実し、効果的に推進します。
　
（２）介護サービスの充実と適正運営
　�　生活機能の低下がある方に対し、自立支援及び重症化を予防するための各種介護予防事業サービ
ス等の提供体制の充実を促進し、保険者として給付適正化の取組を強化します。また、介護保険事
業を対象とした、訪問介護や通所介護等の居宅サービスや地域密着型サービス、施設サービス等の
提供体制の充実を図り、質の高い、充実したサービスの提供に努めます。
　
（３）高齢者福祉施策の推進
　�　高齢者は、社会とのつながりが重要なことから、地域の集会所等を介護予防の拠点として活用す
るとともに、さまざまな技能を生かせるシルバー人材センターやボランティア活動等、就労意欲の
ある高齢者の社会参加を支援します。また、住み慣れた自宅で生活できるよう、ひとり暮らし高齢
者の見守り体制を充実し、高齢者福祉サービスの提供や、高齢者が利用しやすい交通手段の確保等
を、関係機関と連携の下で進めます。
　
（４）地域包括ケアシステムの実現
　�　「地域ケア個別会議」を開催し、多職種による個別ケースの検討を行うことで、高齢者個人に対
する支援の充実を図るとともに、事例を通して見えてくる地域課題から、政策形成に向けた検討を
行い、社会基盤の整備につなげます。
　�　また、地域における医療・介護の関係機関が連携して包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供
を行うために、松前町在宅医療・介護連携推進協議会において協議を行い、関係機関の協働により
在宅医療・介護を一体的に提供できる体制を構築するための取組を推進します。
　�　認知症高齢者や単身高齢世帯等の増加に伴い、医療や介護のサービス以外にも、在宅生活を継続
させるための日常的な生活支援（配食・見守り等）を必要とする方の増加が見込まれることから、
行政サービスのみならず、NPO、ボランティア、民間企業等の多様な事業主体による重層的な支援
体制を構築できるよう、認知症施策や生活支援体制整備の活動を促進します。
　　地域共生社会の実現に向けて、具体化できる取組を関係部局で連携しながら推進します。
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目的と方針

　町民がお互いの個性と人格を尊重し合い、地域社会で生き生きと暮らすことのできる社会の実現を
目指して、障がい者が地域社会の中で自立するとともに、積極的に社会参加できるよう、地域・関係
機関・行政が一体となって、社会参加の促進や、福祉サービスの充実、生活環境の整備充実などを総
合的に推進します。

現状と課題

　本町では、これまで、障害者基本法及び平成25年度に施行された障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律に基づき障がい者基本計画及び障がい福祉計画を、児童福祉法に基づき
障がい児福祉計画を策定し、関連施策の体系化をはじめ、障がいの種類を越えたサービスの一元化や
事業体系の再編を行い、障がい者の地域での自立支援を基本とした各種の施策を推進してきました。
　近年、少子高齢化の進行等に伴い、障がい者の高齢化や障がいの重度化、介護者の高齢化が進んで
おり支援相談数も増加しているほか、障がい者の就労についても非常に厳しい状況にあり、障がい者
支援の一層の充実が求められています。
　今後は、障がい者の実質的な自立と社会参加を実現するため、障がい者自身やその家族が、自立と
社会参加に向けた意識を持ち、有益な情報を確実に収集するとともに、必要なサービスを利用しなが
ら社会との関係を構築することが必要となります。

施策の体系

障がい者・
児支援の充実

● 療育・教育の充実

● 差別解消と権利擁護の推進

● 地域生活の充実

● 保健・医療の充実

● 雇用・就業の充実

● スポーツ・文化芸術活動等の推進

● 安心・安全な環境づくり

● 情報提供・意思疎通支援の充実

障がい者・児支援の充実03
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主要施策

（１）療育・教育の充実
　�　乳幼児健診等を通じて早期発見や早期支援につなげる取組を推進するとともに、ライフステージ
ごとに切れ目のない相談支援、障がい福祉サービス等を提供します。
　
（２）差別解消と権利擁護の推進
　�　誰もが障がいの有無に関わらず、相互に尊重し合える社会となるよう、障がいや障がいのある人
に関する正しい理解と配慮を促す啓発活動を推進します。また、個々の状況に応じて、成年後見制
度の利用促進を図り、障がいのある人の権利擁護に努めて地域で安心して生活ができるよう支援し
ます。
　
（３）地域生活の充実
　�　障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう、当事者や支援者の悩みや不安等に寄り添い、必
要に応じて適切な支援につなげるため、相談支援体制の充実を図ります。また、地域において自立
して暮らせるよう、障がい特性に応じた住まいの場の確保に努めるとともに、障がい福祉サービス
等の提供体制の充実を図ります。
　
（４）保健・医療の充実
　�　保健、医療、福祉等で連携を図りつつ、早期発見、早期の治療や適切な療育につなげるとともに、
重症化予防に取り組みます。また、町民の精神保健に関する正しい知識の普及・啓発を行います。
　
（５）雇用・就業の充実
　�　個々の障がいの特性に応じた、多様な働き方ができる就労環境の整備と支援体制の充実に取り組
みます。
　
（６）スポーツ・文化芸術活動等の推進
　�　障がいの種別や障がいの有無を越えて交流し、それぞれの理解を深め、自己実現を図るため、文
化芸術やスポーツ活動への参加を促します。また、障がいのある人の文化芸術活動の成果発表の場
の拡大を図ります。
　
（７）安心・安全な環境づくり
　�　新たに整備する施設等については、ユニバーサルデザインに配慮し、障がいの有無に関わらず、
全ての町民が安心・安全に利用できる施設の導入を目指します。また、災害発生時に障がいのある
人への支援が円滑に行われるよう、自主防災組織や関係機関と連携した地域の協力体制づくりを推
進します。

（８）情報提供・意思疎通支援の充実
　障がいの有無により、情報取得に格差が出ないよう障がいに配慮した情報提供を推進します。また、
県やボランティア、社会福祉協議会等との連携を図り、障がいに応じたコミュニケーション支援体制
の充実を図ります。
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目的と方針

　全ての子どもたちが、健やかに生まれ育つよう、福祉分野をはじめ、保健・教育・労働など、子ど
もと家庭に関わる分野が互いに連携し、情報共有に努め、安心して子どもを生み・育てることのでき
る環境づくりと地域ぐるみの子育て支援を推進します。

現状と課題

　本町では、令和２年度に策定した第２期子ども・子育て支援事業計画に基づき、５か所（町立４・
私立１）の認可保育所、小規模保育事業所（私立１）及び３か所（私立３）の認定こども園における
保育体制の充実をはじめ、子育て世代包括支援センターや放課後児童クラブの充実、子育て家庭への
経済的支援の推進、さらには、各種の母子保健事業や児童虐待の防止に関する取組の推進など、多様
な子育て支援施策を推進しています。
　近年、子育てに対する経済的、精神的、身体的負担感が増していることや、結婚に関する意識の変
化などを背景として、少子化が進行している中、子どもや子育てをしている保護者が地域社会からの
温かいサポートに包まれ、安心して子育てができる環境づくりが必要です。

施策の体系

子育て支援の充実

● 子育て支援に関する指針の充実

● 豊かな子ども時代を過ごせる社会づくり

● 次代を担う心身ともにたくましい人づくり

● 子どもを生み健やかに育てる環境づくり

● 子育て家庭を支援する社会づくり

● 子どもと家庭にやさしいまちづくり

● 地域みんなで子育てを考えるまちづくり

子育て支援の充実04
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主要施策

（１）子育て支援に関する指針の充実
　�　実情に即した少子化対策、子育て支援施策を総合的、計画的に推進するため、「子ども・子育て
支援事業計画」の見直しを適宜行います。
　
（２）豊かな子ども時代を過ごせる社会づくり
　�　子どもの権利と安全を守るため、子どもの人権擁護に関する施策の推進や子ども自身が気軽に相
談できる場の充実を図ります。また、児童虐待の予防、早期発見及び適切な支援ができるよう、県、
警察、医療、福祉及び教育などの関係機関と連携を強化し、役割分担を明確にしながら、児童虐待
防止対策の充実に努めます。

（３）次代を担う心身ともにたくましい人づくり
　�　子どもの心と体の成長に応じた健康の保持・増進に向け、家庭での安全で健やかな成長発達につ
ながる育児環境の支援に取り組み、命を大切にする心の教育、食育を推進します。また、子どもが
伸び伸びと育ち学べる環境づくりのため、文化・スポーツ活動や児童・生徒の乳幼児とのふれあい
活動など、多様な体験・交流の機会づくりを促進します。
　
（４）子どもを生み健やかに育てる環境づくり
　�　子どもの健康や育児について出産前から気軽に相談できる体制をつくり、安心して子どもを生み
育てることのできる環境づくりを促進します。また、子どもの遊び環境の充実、体験・交流活動に
対する支援など、子どもの健やかな成長のための取組を推進し、子育てに関する相談・学習の場の
充実等に努めます。
　
（５）子育て家庭を支援する社会づくり
　�　子育て支援団体、事業者、労働団体、行政機関などが連携して子育て支援に取り組むための組織
づくり、男女が共に仕事と家庭・子育てを両立することができる就労環境の向上など、社会全体で
子どもを育てる環境づくりに努めます。また、子育て世代包括支援センターにおける相談・支援体制
の充実、保育所における相談・支援体制の整備、父親の子育て参加の促進など、子育て家庭に対す
る養育支援に取り組み、子育てや生活支援、経済的支援など、ひとり親家庭への支援の充実を図り
ます。さらに、子どもの健やかな成長や子育て家庭のさまざまなニーズに対応できるよう、幼児期に
おける教育・保育の充実を図るとともに、子ども・子育て支援に関する取組を総合的に推進します。

（６）子どもと家庭にやさしいまちづくり
　�　子どもとその保護者が、安全で安心して遊ぶことができる施設の整備やユニバーサルデザインの
まちづくりを促進し、行政、警察、学校、家庭及び関係機関・団体との連携の下、子どもを交通事
故や犯罪等の被害から守るための活動を推進し、子どもの安全確保に努めます。また、子どもの防
犯対策への強化を図り、被害にあった子どもや家族に対する支援を行います。
　　
（７）地域みんなで子育てを考えるまちづくり
　�　家庭・地域・企業・行政などさまざまな担い手による連携・協働の下、地域社会全体で子育てを
支援する体制づくりを進め、次代を担う子どもたちが健やかに育つことができる環境づくりを総合
的に推進します。
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目的と方針

　町民が生涯にわたって、健康で、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、町民、医療
機関等及び町が互いに連携しながら、健康管理体制や健康教育・相談を充実させ、町民の主体的な健
康づくりの推進と地域医療体制の充実に取り組みます。

現状と課題

　本町は、平成25年度に策定し平成30年度に中間評価を行った第２次松前町健康づくり計画に基づ
き、健康づくりに関する広報・啓発活動をはじめ、健康診査やがん検診、健康教室、健康相談などに
ついて、ライフステージに応じた保健事業を実施してきたほか、特定健康診査等実施計画等に基づき、
国保被保険者に対する特定健康診査・特定保健指導を実施しています。
　第２次松前町健康増進計画の中間評価では、働く世代の肥満の増加や、飲酒や睡眠不足による生活
習慣病のリスクの増加、精神的な健康問題などが町の健康課題として明らかになりました。
　今後も、各計画に基づき町民の健康管理意識の高揚と自主的な健康づくり活動の一層の促進を基本
に、関係部局と連携するとともに、町民の健康寿命の延伸と予防重視型のまちづくりを進めます。
　医療については、町内に民間の病院が２か所、診療所が21か所、歯科診療所が17か所あるほか、
松山市の総合病院等へも近く、恵まれた医療環境にあります。今後とも町民が安心して医療を受けら
れるよう、医療機関と連携し、地域医療体制や救急医療体制の充実を図り、症状や緊急性に応じた最
適な医療を受けられる環境づくりに努めます。

施策の体系

健康づくりの推進

● 健康づくり活動・食育の推進

● 健康診査・がん検診等の充実

● 母子保健の充実

● 精神保健福祉の推進

● 感染症対策の推進

● 地域医療体制の充実

健康づくりの推進05
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主要施策

（１）健康づくり活動・食育の推進
　�　第２次松前町健康づくり計画に基づき、町民主体の健康づくり活動を促進します。また、町民主
体の食生活改善運動の促進をはじめ、関係機関と情報共有及び連携し、地域の人材を活用した食育
の普及啓発を図ります。特に、前述した町の健康課題について重点的な取組を行うとともに、健康
づくり施策を総合的、計画的に推進するため、松前町健康づくり計画及びデータヘルス計画等につ
いて、推進を図るとともに、適宜見直しを行います。
　
（２）健康診査・がん検診等の充実
　�　特定健康診査の受診率や特定保健指導実施の向上に努め、生活習慣病の発症予防及び重症化予防
に取り組むとともに、がん検診等その他の健康診査、健康教育、健康相談等の充実に努めます。
　
（３）母子保健の充実
　�　安心して子どもを生み育てられる環境づくりに向け、医療機関・関係機関と連携し、家庭訪問や
健康診査、健康相談、母子保健に関する知識の普及、予防接種等を実施し、母子保健事業の一層の
充実を図ります。特に、子育て世代包括支援センターと連携し、妊娠・出産から子育てまで、切れ
目ない支援に努めます。
　
（４）精神保健福祉の推進
　�　近隣自治体や関係機関との連携の下、精神保健福祉に関する正しい知識の普及や社会復帰のため
の支援の充実に努めます。また、令和５年度に策定した第２期松前町自殺対策推進計画に基づき、
町民をはじめ関係機関、団体とのネットワークをより強化し、総合的な自殺対策を推進します。
　
（５）感染症対策の推進
　�　感染症に関する正しい知識の普及啓発活動や感染拡大防止体制の充実に努めるとともに、発生時
には関係機関との連絡を密に行い、迅速に対応します。
　
（６）地域医療体制の充実
　�　地域医療体制を整備するため、かかりつけ医を持つことや適正受診の啓発に努め、また、高度化、
多様化する医療ニーズに対応できるよう、町内外の医療機関との連携や広域的連携の下、救急医療
体制を含めた地域医療体制の維持・充実を促進します。
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目的と方針

　全ての町民が安心して暮らすことができるよう、国民健康保険制度や後期高齢者医療保険制度、介
護保険制度の健全で円滑な運営、国民年金制度の適正な周知啓発、医療費の適正化や低所得者の自立
に向けた支援に努めます。

現状と課題

　社会経済情勢の悪化による生活保護受給者の増加、高齢化の進展による医療費や介護給付費の増加
など、社会保障費は年々増加している一方で、高齢者を支える現役世代が減少していることから、現
役世代の社会保障費に対する負担の増加が課題となっています。
　国民健康保険や後期高齢者医療における医療給付費について、持続的・安定的な制度とするため適
切な運営に努め、また、日頃からの健康づくりと適正な医療受診の勧奨を推進することにより、医療
給付費の抑制を図っていく必要があります。
　また、介護保険を持続可能な制度とするため、介護保険制度の基本理念やサービス内容などについ
て周知を図りながら、不適切なサービス利用の提供を見直し、適正な給付を行うことで、制度の円滑
な運営に努めます。
　国民年金制度は老後の生活を保障する重要な制度であり、将来的な無年金者をなくす取組が必要と
なります。
　また、就労支援などによる生活保護受給者の自立支援を強化するとともに、生活保護に至る前の低
所得者に対する自立支援が必要です。

施策の体系

社会保障の充実

● 国民健康保険事業の適正運営

● 低所得者福祉の推進

● 後期高齢者医療保険制度の円滑運営

● 介護保険事業の円滑運営

● 社会保障・税番号制度事務の推進

社会保障の充実06
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主要施策

（１）国民健康保険事業の適正運営
　�　増加を続ける医療費の多くを占める生活習慣病の早期発見・早期治療を目的に、特定健康診査、
特定保健指導等の受診率の向上に努めます。
　�　国民健康保険加入資格の状況調査を行い、資格異動未届者に対して個別指導等を行うなど、被保
険者資格の適正化に努めます。
　�　広報・啓発活動や医療費通知等を通じ、国民健康保険制度に対する理解や医療費に対する関心を
高めるとともに、診療報酬明細書の点検調査の充実や被保険者への指導等により適正受診を促進し、
医療費の適正化に努めます。
　�　医療費に見合う国民健康保険税の適正な賦課総額の確保・徴収に努めるとともに、納税意識の高
揚や徴収体制の充実を図り、国民健康保険税の収納率の向上に努めます。

（２）低所得者福祉の推進
　�　生活保護法に基づいた制度の適正な運用について、関係機関との連携により、被保護者の安定的
な生活や自立の促進を図ります。また、就労支援対策などの充実により経済的自立を図るとともに、
安定した日常生活を確保するため、援助・支援に努めます。

（３）後期高齢者医療保険制度の円滑運営
　�　後期高齢者医療制度の広報や相談対応など、愛媛県後期高齢者医療広域連合と連携し、後期高齢
者医療制度の円滑な運営に取り組みます。

（４）介護保険事業の円滑運営
　�　高齢者やその家族が介護保険サービスを適切に選択し、利用できるようさまざまな広報媒体を活
用し、介護保険制度やサービス提供事業者の情報の提供体制を更に整えていきます。
　�　また、高齢者の自立支援と重度化防止を視点に、事業所に対してケアプランの点検や指導を行う
とともに、地域密着型サービス事業所の監督・実地指導の強化を図り、介護保険サービスの質の向
上のための取組を推進します。
　�　さらに、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現に向け、地域の高齢
者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、在宅医療・介護と連携を図りなが
ら地域包括ケアシステムの構築を進めます。
　�　加えて、費用負担の公平公正性を確保するため、低所得者に配慮した介護保険料の適正な賦課・
徴収に努めるとともに、町の関係部局と連携し、保険料の収納率の向上に努めることにより、介護
保険制度の安定的な運営に取り組みます。

（５）社会保障・税番号制度事務の推進
　�　町民サービスの向上や行政事務の効率化を推進するため、社会保障・税番号制度の円滑かつ確実
な運営に努めます。
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目的と方針

　未来を担う子どもたちが、豊かな心と確かな学力を持ち、生きる力を身に付けられるよう、特色あ
る学校づくりの推進や教育環境の整備等を図り、学校、家庭、地域社会が連携・協働し、総合的な学
校教育環境と学校教育の充実を図ります。

現状と課題

　現在、本町には、町立幼稚園が１園、小学校が３校、中学校が３校あり、令和７年度から町立幼稚
園が認定こども園となる予定です。
　本町ではこれまで、家庭や地域と連携しながら、幼児教育を総合的に推進してきたほか、義務教育
においては、生きる力の育成に向け、知・徳・体の調和のとれた教育活動を展開する中で、基礎・基
本の確実な定着と個性の伸長を図る教育を推進してきました。また、各種の研修会の実施等を通じ、
教職員の資質の向上に努めてきました。
　学校教育の課題は、不登校やいじめなどの問題、発達障がいへの対応、食育、学校の防災・防犯な
ど多岐にわたっています。これらの学校教育の課題の解決や、学校施設・設備の充実を図るため、更
なる教育環境の確保が求められています。
　子どもたちが安心して将来の夢を育み、伸び伸びと育っていくことができるよう、学校、家庭、地
域社会の連携により一人ひとりを大切に育む学校づくりを進めていくことが重要です。

施策の体系

学校教育の充実

● 社会総がかりで取り組む教育の推進

● 未来をひらく子どもたちの育成

● 安全・安心で充実した教育環境の整備

● 特別支援教育の充実

学校教育の充実01

第３章　豊かな心を育む人づくり
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主要施策

（１）社会総がかりで取り組む教育の推進
　�　家庭や地域の教育力の向上を図るとともに、学校の創意工夫などにより、地域に愛され、信頼さ
れる学校づくりに努めるなど、学校、家庭、地域、企業、関係機関等が連携・協働して、未来を担
う子どもたちの健やかな成長を支援します。

（２）未来をひらく子どもたちの育成
　�　不登校の児童生徒も含め、ICTを活用した一人ひとりに応じたきめ細かな指導や、家庭との連携
による学習・生活習慣の確立により、子どもたちの確かな学力の定着と向上に努めます。
　�　本町の自然や産業特性等を生かしたさまざまな体験活動、郷土愛やグローバルな視野を養う教育
を推進するとともに、自他の生命を大切にする心や規範意識などを養う道徳教育をはじめ、情報教
育や環境教育を推進するほか、地域産業や企業の良さ、地域で働くことの魅力を実感できるよう、
職場体験学習の拡充など、キャリア教育の充実に取り組みます。
　�　読書習慣や食習慣、運動習慣などの望ましい生活習慣を確立し、子どもたちの豊かな人間性や健
康・体力など、社会で生きる力の基礎を育みます。
　�　各種研修の充実等を通じて、教職員一人ひとりの専門的知識・能力や倫理観の向上に努めるとと
もに、自信を持って教壇に立ち、明るく安心して働くことができるよう、学校における働き方改革
を進めます。

（３）安全・安心で充実した教育環境の整備
　�　地域ぐるみの学校安全対策の充実を図るとともに、学校の長寿命化に計画的に取り組むほか、教
育の情報化の取組を推進し、安全・安心で充実した教育環境を確保します。また、防災士の資格取
得の促進などにより教職員の防災意識の高揚や資質向上に努め、防災教育や交通安全教育など学校
安全に関する教育を通じて、子どもたちに自らの命は自ら守ろうとする主体的な態度を育成します。

（４）特別支援教育の充実
　�　障がいのある子どもたちが安心して学ぶことのできるよう、学校生活支援員の充実などよりよい
学校環境づくりを進めるとともに、学校や家庭、関係機関等が連携した早期からの切れ目ない支援
体制を確立し、一人ひとりの障がいの状態や発達の段階等に応じた指導・支援の充実を図ります。
さらに、交流や共同学習の機会を通じて、障がいの有無にかかわらず、子ども同士の相互理解や地
域の人々への特別支援教育に対する理解を深めるための啓発に積極的に取り組みます。
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目的と方針

　町民一人ひとりが、学びたい時に学ぶことができ、その成果を地域社会に生かせる生涯学習社会の
形成に向け、生涯にわたり学びと文化芸術活動を続けることができる環境を整備するとともに、学習
体制や学習機会などの充実に努めます。

現状と課題

　本町では、町民の学習活動を支援し、豊かな町民生活や活力ある地域社会づくりに生かしていくた
め、総合文化センターや公民館を拠点に、「まさきふれあい学園」等によるさまざまな講座・教室を
開催しているほか、生涯学習に関する広報・啓発活動の推進や情報の提供、関連施設の整備充実、分
館（自治公民館）活動への支援、関係団体の育成等に努めています。
　「まさきふれあい学園」では、町民主導で企画・運営される町民企画講座が定着し、一定の参加者
を得られています。今後は、町民企画講座を実施するグループの固定化を解消するなど、工夫の必要
があります。
　今後、関連施設の整備充実や指導者の確保、関係部門、関係機関・団体が一体となった生涯学習推
進体制の整備に努めるとともに、町民の学習ニーズを常に把握しながら、多彩な生涯学習プログラム
の検討や学習情報の提供等を行い、総合的な学習環境づくりを進めていくことが必要です。

施策の体系

生涯学習の推進

● 生涯学習推進体制の充実

● 生涯学習関連施設の整備充実、管理運営体制の充実

● 学習情報の提供

● 特色ある講座・教室の開催

● 分館（自治公民館）活動の促進

● 関係団体の育成

生涯学習の推進02
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主要施策

（１）生涯学習推進体制の充実
　�　本町の特色を生かした生涯学習のまちづくりに向け関係機関・団体と連携した学習や文化芸術活
動の指導者などの人材の育成と確保に努め、生涯学習推進体制の整備を図ります。

（２）生涯学習関連施設の整備充実、管理運営体制の充実
　�　町民の主体的な学習等の活動を推進するため、生涯学習関連施設の整備充実と適正な管理運営、
再配置の検討を行い、安全で快適な学習空間の提供と利便性の向上に努めます。

（３）学習情報の提供
　�　学習活動への参加を促進するため、多様な学習ニーズやライフスタイルに応じた、自主的・主体
的に行う学習活動を支援するとともに、学習情報の提供や相談体制の充実を図ります。

（４）特色ある講座・教室の開催
　�　町民ニーズの動向や本町の特性・資源、社会・経済情勢の変化を踏まえ、学習や活動で得た知識
や技能など学習の成果を地域の課題解決やまちづくりに生かせられるよう、「まさきふれあい学園」
を核に、子どもから高齢者までを対象とした特色ある講座・教室の開催を図ります。

（５）分館（自治公民館）活動の促進
　�　町民が地域の実情に即した学習活動に自主的に取り組み、活力ある地域社会が形成されるよう、
分館（自治公民館）活動への支援を行います。

（６）関係団体の育成
　�　町民の主体的な学習活動の活発化を促進・支援するため、社会教育関係団体の育成に努めます。
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目的と方針

　全ての町民が健康で豊かな生活を送れるよう、また、スポーツに親しみながら、仲間との交流や健
康の維持増進を図ることができるよう、スポーツ施設の整備に取り組むとともに、スポーツへ参加す
る機会の確保と指導者の育成や情報提供の充実に努めます。

現状と課題

　本町では、町民の自発的なスポーツ活動をサポートするため、スポーツ協会等と連携しながら、各
種スポーツ大会・教室を開催しているほか、松前公園や松前町国体記念ホッケー公園等のスポーツ施
設の整備充実やスポーツ団体の育成等に努めています。
　このような中、スポーツ協会加盟のスポーツ団体やスポーツ少年団、老人クラブ等が多種多様なス
ポーツ活動を行っているほか、地域における自主的なスポーツ活動も展開されています。
　また、えひめ国体を契機に、ホッケーのまちづくりを推進し、ホッケーによる国際交流やホッケー
イベント等を開催し、町民に深くホッケー競技の魅力を発信するほか、ホッケー公園ホッケー場を活
用した、各種大会やキャンプ誘致等を積極的に行い、県外にも「ホッケーのまち　まさき」を発信す
ることに努めます。
　今後、町内のスポーツ施設の整備充実や管理運営体制の充実を進めるとともに、各種スポーツ団体・
クラブの自主運営に向けた支援や指導者の確保、スポーツ大会・教室の充実等を図り、町民一人ひと
りがスポーツを通じて健康で豊かな生活を営むことができる環境づくりを進めていく必要があります。

施策の体系

スポーツの振興

● 既存スポーツ施設及び新たなスポーツ施設の整備

● スポーツ団体の育成

● 指導者の確保・育成

● 多様なスポーツ活動の普及促進

● ホッケーのまちづくり推進

スポーツの振興03
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主要施策

（１）既存スポーツ施設及び新たなスポーツ施設の整備
　�　町民の利用ニーズや老朽化の状況等を踏まえ、既存スポーツ施設の運用の改善や施設や機器の整
備・高機能化を図ります。また、地域スポーツやジョギングなどの生涯スポーツの推進、スポーツ
交流事業の振興を図る上で幅広く利用いただけるような施設の整備・管理運営を促進します。

（２）スポーツ団体の育成
　�　町民の自発的なスポーツ活動の一層の活発化を促進するため、スポーツ協会やスポーツ少年団な
どスポーツ団体の育成を図ります。また、自主運営型のスポーツ組織としての充実・定着化及びス
ポーツ活動の活発化を促進します。

（３）指導者の確保・育成
　�　町民の多種多様なニーズに対応するため、各種講習会や研修会の開催などを支援し、スポーツ指
導者の確保と育成に努めます。

（４）多様なスポーツ活動の普及促進
　�　スポーツ協会やスポーツ推進委員会等と連携し、各種スポーツ大会・教室の内容充実を図り、
ニュースポーツから競技スポーツまで、多様なスポーツ活動の普及促進に努め、町民の健康維持の
増進を図ります。

（５）ホッケーのまちづくり推進
　�　県ホッケー協会と連携し、四国大会や全国規模の大会、関西圏域の大学ホッケーチームやホッケー
日本代表チームのキャンプ地として選定されるよう、松前町から「ホッケーの聖地」を町内外に発
信し、今後更なる取組に努めます。
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目的と方針

　多くの町民が歴史、文化、芸術に触れる機会を充実させるとともに、積極的な文化芸術活動への参
加を促すため、貴重な文化財の保存・整備・活用を行うとともに、情報発信の充実を図り、文化芸術
活動への支援、関連施設の充実などに努めます。

現状と課題

　本町では、さまざまな文化芸術活動が行われているほか、音楽イベントや講演会を中心とした総合
文化センター自主事業や文化祭等が行われています。町では、これら町民主体の文化芸術活動を支援
するとともに、文化協会と連携して各種文化事業を展開し、文化芸術の振興に努めています。
　今後、町民の誰もが身近に文化芸術に親しめるよう、町民や各種文化芸術団体による自主的な文化
芸術イベントの開催を更に支援し、町民一人ひとりの豊かな人間性と創造力を育成するため、より優
れた文化や芸術に触れる機会を拡大することが必要です。
　また、本町には、県指定史跡の義農作兵衛の墓や町指定史跡の松前城跡をはじめ、合計９件の指定
文化財等があり、これらの指定文化財や伝統芸能の保存活動への支援等を行っていますが、今後とも
適切な保存・活用に努めるとともに、展示・学習施設の整備を検討していく必要があります。

施策の体系

文化芸術の振興

● 文化芸術団体の育成

● 総合文化センターの運営体制の充実

● 多様な文化芸術に触れる機会の充実

● 歴史の伝承、文化財の保存・活用

文化芸術の振興04
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主要施策

（１）文化芸術団体の育成
　�　町民の自主的な文化芸術活動の一層の活発化を図るため、文化協会など各種文化芸術団体の育成
を促進します。

（２）総合文化センターの運営体制の充実
　�　周辺市町の文化ホール等との連携強化や管理・運営の弾力化など、運営体制の充実に努め、総合
文化センターの更なる有効活用を図ります。

（３）多様な文化芸術に触れる機会の充実
　�　幅広い文化芸術や価値観を知り、親しめる環境が整備されるよう、文化芸術活動の発表の機会や
多様な文化芸術に触れる場の提供に努めます。

（４）歴史の伝承、文化財の保存・活用
　�　義農作兵衛の墓や松前城跡をはじめとする指定文化財の適切な保存・活用に努めるとともに、そ
の他の文化財についても、調査・研究を行い、収集や保存・活用に努め、次世代へと継承します。
また、積極的な公開・活用を通じて町民が文化財に親しむことができるよう努めるとともに、その
価値への理解促進を図ります。さらに、伝統文化を継承・発展させるとともに、郷土の偉人とその
功績についても子どもたちに伝え、郷土愛を育む機会を多く設けるよう取り組みます。
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目的と方針

　青少年が心身ともに健全で豊かな人間性を育めるよう家庭や地域、関係機関が一体となって事業を
積極的に推進するとともに、巡回や相談体制の充実に努めます。また、子どもたちの居場所づくりや
体験活動、ボランティア活動等の機会提供の充実に努めます。

現状と課題

　本町では、青少年補導センターを中心に、相談活動や青少年補導委員による非行防止活動等を行っ
ているほか、「いきいきまさきっこボランティアセンター」の活動等を通じて体験活動・ボランティ
ア活動への参画を促進するなど、青少年の健全育成に積極的に取り組んでいます。
　今後、豊かな生活経験や自然体験を通してさまざまな人と関わり、人間関係を築く機会を持つこと
が重要であり、家庭・学校・地域社会の役割を明確にし、それらの連携によってさまざまな活動機会
を提供することが必要です。

施策の体系

青少年の健全育成

● 非行防止活動等の推進

● 地域全体で子どもを育てる環境づくり

● 青少年の体験・交流活動、ボランティア活動等の促進

青少年の健全育成05
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主要施策

（１）非行防止活動等の推進
　�　学校や関係機関と連携を図り、相談活動や青少年補導委員による非行防止活動・環境浄化活動等
を推進し、さまざまな悩みへの対応や非行の防止に努め、問題のある児童生徒については、補導後
も適切な継続指導を行い、生活習慣の確立や学校生活への早期復帰を支援します。

（２）地域全体で子どもを育てる環境づくり
　�　学校・家庭・地域の連携・協働により、学校教育の充実や生涯学習社会の実現、地域の教育力向
上を図り、地域全体で子どもを育てる環境づくりを促進します。

（３）青少年の体験・交流活動、ボランティア活動等の促進
　�　青少年の豊かな人間性を育むため、地域におけるボランティア活動や世代間交流など、青少年が
主体的に関わることができる活動への参加を促進します。
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目的と方針

　ますます進展する国際化に合わせて、必要な人材の育成や環境整備を進め、外国籍住民の交流機会
の創出により、異文化に触れ合う機会が多いまちづくりを推進します。また、姉妹都市である北海道
松
まつ
前
まえ
町との交流の充実に努めます。

現状と課題

　本町では、国際社会に対応するため、学校教育における外国人講師の活用等による英語教育の充実
や町民を対象とした英会話教室、韓国語教室の開催に努めています。また、現在、本町には約330人
の外国人が居住しており、身近な地域社会における国際化も進んでいます。
　交流活動については、ホッケーのまちづくりを進める中で、国外の強豪チームを招へいし、中学生、
高校生との交流試合や交流イベントを開催するなど、ホッケーを通じての国際交流を推進するととも
に、国内における交流活動も、地域活性化の大きな契機となるものであり、その効果的な推進が求め
られ、本町では、平成２年に北海道松

まつ
前
まえ
町と姉妹都市提携を行い、これまで定期的に児童等の交流や、

たわわ祭における海産物の販売等を行ってきました。今後は、より多くの児童・生徒や町民、企業等
による交流の促進に努める必要があります。
　今後、社会経済や文化のグローバル化、ボーダレス化の進展とともに、町民の国際感覚の醸成や異
文化交流など、国際理解や国内外の交流の推進に向けた取組を進める必要があります。

施策の体系

国際化、交流活動の
推進

● 多文化共生の環境づくり

● 国際交流の推進

● 姉妹都市交流の推進

国際化、交流活動の推進06
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主要施策

（１）多文化共生の環境づくり
　�　多言語による情報発信や、国際交流サロンを起点とする生活、防災、子育てなどに関する相談体
制の整備により、外国籍住民が安心して生活できる環境づくりに努めます。また、外国籍住民への
支援と交流の機会を創出し、地域の理解を深めるとともに、多国籍住民に対する情報提供、ネット
ワークの構築などによる地域社会への参加を促進します。

（２）国際交流の推進
　�　町民主体の国際交流活動を促進するため、活動の中心となる民間団体の育成など推進体制の整備
を図るとともに、国や県等の国際交流事業に関する情報提供や連携した取組を行い、町民及び外国
籍住民の参画を促進します。

（３）姉妹都市交流の推進
　�　姉妹都市である北海道松

まつ
前
まえ
町との交流について、既存の児童等の交流や海産物の販売等の継続に

努めるとともに、より多くの児童・生徒や町民、企業等が交流できる機会について研究し、交流活
動の促進を図ります。
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目的と方針

　全ての人が個人として尊重され、自らの意思により多様な生き方を選択できるように、社会のあら
ゆる分野において男女共同参画が促進されるための施策を推進するとともに、その情報発信に努めま
す。

現状と課題

　本町では、令和５年度に男女共同参画計画を改定し、男女が平等に生活や活動ができる職場・家庭・
地域などの社会環境の整備に向けたさまざまな取組を進めてきたほか、改定の際には男女共同参画に
関する意識調査を行い、これまでの成果や課題について検討を加えています。
　今後、職場や家庭等あらゆる場において当然のこととして性別による偏見がなく、自然にお互いの
個性を尊重しながら男女が協力し、共に活躍できるような質の高い男女共同参画が全ての町民に理解
され浸透する啓発活動が必要です。また、町内の男女共同参画を推進するため、活動団体の確保に向
けて取り組みます。

施策の体系

男女共同参画社会の
実現

● 男女共同参画に向けての意識づくり

● 男女が共に生きる環境づくり

● 自立した生き方づくり

男女共同参画社会の実現07
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主要施策

（１）男女共同参画に向けての意識づくり
　�　関係機関と連携を行い、広報紙や情報誌等、各種の啓発事業を進め、男女共同参画の意識づくり
を促進し、男女共同参画の意義について家庭、地域、職場等あらゆる分野における継続的な啓発に
努め、男女共同参画に関する意識の普及と定着を図ります。また、男女共同参画活動団体の確保に
努めるほか、配偶者暴力をはじめ、男女共同参画に関する町民のさまざまな悩みに応えるため、相
談体制の充実に努めます。

（２）男女が共に生きる環境づくり
　�　働き方改革の推進や男女の均等な雇用機会や待遇の確保など、職場における女性の活躍促進に向
けた事業者等への啓発活動を関連機関と連携して行い、政策決定やあらゆる分野における女性の参
画拡大と人材育成に努めます。また、保育サービスや学童保育等、子育て支援の充実や周知を進め
ます。
　�　災害時の避難所の運営等、あらゆる場面において、女性の視点や意見を生かした取組を促進します。
　�　ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメントなどさまざまな問題に対し予防啓
発や早期発見に努め、問題解決につながるよう関係機関と連携し、相談・支援体制を構築します。

（３）自立した生き方づくり
　�　一人ひとりが、困難な状況下でも自立した多様な生き方ができるよう、自立・能力開発の視点に
立った学習機会や情報の提供に努め、自立した者同士が、お互いに認め合い、支え合える社会の実
現を目指します。
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目的と方針

　全ての町民が多様な価値観を認め合い、共に支え合い、安心して暮らせる社会を目指し、あらゆる
人権問題に関する正しい理解と認識を深めるため、人権教育、啓発活動を推進します。

現状と課題

　現代の人権問題には、いじめや児童虐待等の子どもの人権問題、インターネット上の人権侵害、障
害のある人や女性、外国人、LGBTQ をはじめとした性的マイノリティ等に対する不当な差別や偏見、
部落差別（同和問題）といった多様な人権問題が存在しています。全ての人々がお互いの人権と尊厳
を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会を実現するには、様々な人権問題について、
自分以外の「誰か」のことではなく、自分自身のこととして捉え、考える意識を広く社会に根付かせ
ることが重要です。そのような観点から本町では、人権・同和問題の解決に向け、学校教育において
は、各学校が連絡調整を図りながら個性的な取組を実施し、また、社会教育においては、家庭や地域、
職域などあらゆる機会を捉えて人権学習講座を開催するなど、啓発・教育施策に取り組んでいます。 
　今後、町民一人ひとりが人権問題を正しく認識し理解するとともに、家庭や学校、職場、地域等に
おいて人や自然環境、多様な文化などを大切にする運動を繰り広げることにより、全ての町民がお互
いを人として尊重する意識が自然と芽生えてくるようなまちづくりが求められます。 
　今後は、より多くの住民や団体に人権教育の取り組みに参加してもらうことが課題となっています。 

施策の体系

人権の尊重

● 人権教育・啓発推進体制の充実

● 人権教育・啓発の推進

● 人権・同和問題に関する相談体制の充実

人権の尊重08
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主要施策

（１）人権教育・啓発推進体制の充実
　�　地域の実情に即して実践できる指導者の育成、ニーズに合ったプログラムや教材の開発・整備、
人権問題に関する意識調査、人権セミナー等を実施し、あらゆる機会を通して効果的・継続的に人
権教育・啓発推進体制の更なる充実を図ります。

（２）人権教育・啓発の推進
　�　町民一人ひとりが人権・同和問題に対する正しい理解と認識を深めるための研修会や講習会を開
催するとともに、広報紙やポスターの積極的な活用を図り、人権に関する教育や啓発活動を推進し
ます。

（３）人権・同和問題に関する相談体制の充実
　�　人権擁護委員、民生委員・児童委員等との連携を強化し、当事者の立場に立ったきめ細かな相談
活動体制を整備し、問題の早期解決に向けた自立支援や人権擁護等の取組の充実・促進を図ります。
また、インターネットや携帯電話などSNS等による人権侵害が新たな社会問題として増加しており、
モニタリングの実施やインターネットによる人権侵害情報提供窓口を設置し、関係機関との連携を
図り、人権侵害の解消に努めます。
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目的と方針

　農産物の生産性の向上や高品質化、高付加価値化など、魅力ある農業の振興を図り、担い手の確保
に努めます。また、漁業環境の整備や経営体制の充実支援等に努め、農水産業の活性化による活力あ
るまちづくりが行えるよう計画的かつ総合的な取組を行っていきます。

現状と課題

　本町は、重信川に代表される豊かな水資源と平坦で肥沃な土地、温暖少雨の気候、そして、松山市
に隣接する立地条件を生かし、古くから米麦を中心とした農業地帯として発展してきました。現在、
米麦を主体に、レタスや枝豆、ナスをはじめとする野菜、花き等の生産が行われています。
　水産業については、松前港を拠点に、船びき網や底びき網による漁船漁業を主体とした漁業が営ま
れており、イワシやエビ、イカ、カレイなどが水揚げされています。
　農水産業いずれも、高齢化や後継者不足が課題となっており、今後は、関係機関・団体との連携を
一層強化し、各環境の整備や担い手の育成、経営体制の維持・充実に向けた多様な支援等を進めてい
くことが必要です。

施策の体系

農水産業の振興

● 農業生産基盤整備の推進

● 農業の担い手及び後継者の育成・確保

● 農産物の生産性の向上及び高品質化の促進

● 環境にやさしい農業の促進

● 都市住民・消費者との交流の促進

● 漁業環境の整備

● 漁業経営体や後継者の育成・確保と定着促進

● 農水産物の地産地消の促進

農水産業の振興01

第４章　活力あふれるにぎわいづくり
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主要施策

（１）農業生産基盤整備の推進
　�　土地条件の一層の向上に向け、関係機関との連携の下、農地や用排水施設等の整備・改修を進め
るとともに、農地や農業用水等を保全する地域ぐるみの共同活動に対する支援の充実を図ります。
また、農業振興地域整備計画に基づき、整備された優良農地の確保・保全に努めます。

（２）農業の担い手及び後継者の育成・確保
　�　農業の基礎である後継者・担い手を確保するため、地域における意欲的な担い手への農地の集約
を図るとともに、新規就業者の発掘・育成に努めます。また、インターンシップの受入れなど、農
業における若者の就業を促すための取組を推進します。

（３）農産物の生産性の向上及び高品質化の促進
　�　関係機関・団体との連携を強化し、指導・支援体制の更なる充実を図り、農業者の意識改革を進
めながら、効率的な生産技術の導入や機械・施設の整備及び共同利用、新品種の導入等を支援し、米、
麦、大豆をはじめ野菜、花きなど各作目の生産性・安全性の向上や一層の高品質化、ブランド化を
促進します。

（４）環境にやさしい農業の促進
　�　環境にやさしい農業の促進を図るため、生産から流通・消費にわたる理解を得るための啓発活動
の充実、及び適切な肥培管理や農薬の飛散防止に配慮した病害虫の防除体制を確立し、家畜排泄物
や農業関連廃棄物の適正処理・リサイクル等を推進します。

（５）都市住民・消費者との交流の促進
　�　都市住民や消費者との交流を促進し、農地の有効活用の視点に立ち、市民農園や農業・農村体験
等における取組の充実を図ります。

（６）漁業環境の整備
　�　漁業資源の維持・拡大による漁獲の安定に向け、関係機関・団体との連携を図りながら、種苗の
放流など、漁場環境整備・保全に努めます。また、安全性・生産性の向上を見据え、老朽化した漁
業施設・設備等の計画的な改修を進め長寿命化を図ります。

（７）漁業経営体や後継者の育成・確保と定着促進
　�　関係機関・団体との連携の下、研修・指導体制の強化等により、企業的経営感覚を持つ経営体や
漁業後継者の育成・確保に努め、経営基盤の安定・強化を図ります。

（８）農水産物の地産地消の促進
　�　交流拠点施設の活用や商業施設との連携等による農水産物直売体制の充実、学校給食との連携、
魚食普及のためのPR活動の強化やイベントの開催、関係機関・団体との連携による、付加価値を付
けた二次産品の開発を通じ、地産地消を促進するとともに、地域の活性化を図ります。
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目的と方針

　人が集まり、企業が集まるまちをつくるため、商工業における経営基盤の強化を支援するとともに、
商店街の活性化や地元産品の販路開拓・拡大を促進します。また、企業立地が、若者の定住を含め、
人口の定着とまちの活力向上につながるよう、優良企業の誘致に努めます。

現状と課題

　本町の商業活動は、伊予鉄道松前駅西側一帯の既存商店街と、町役場東に立地した大型商業施設を
中心に展開されています。令和３年の経済センサスによると、本町の事業所数（卸売業と小売業の合計）
は289事業所、従業者数は2,794人、年間商品販売額は約813億円となっています。平成20年の大型
商業施設の立地により、町全体では事業所数や年間商品販売額の増加が見られます。しかし、その一
方で、既存商店街では経営者の高齢化や後継者不足が進行し、閉店する商店が目立つなど、取り巻く
状況は一層厳しさを増しており、大型商業施設との共存が課題となっています。
　今後、商工会との連携の下、経営革新をはじめ、時代変化に柔軟に対応した商業活動の促進や、都
市基盤整備等と連動した商店街の環境・景観整備を進めていく必要があります。
　工業については、世界でトップクラスのシェアを誇る炭素繊維産業と、「珍味発祥の地」であり日
本有数の小魚珍味の生産を誇る海産珍味加工業等の地場産業を中心に展開されており、令和３年の経
済センサスによると、本町の製造業の事業所数は65事業所、従業者数は3,567人、製造品出荷額等は
約1,112億円となっています。
　今後、町の更なる発展に向けた新たな企業立地も大きな課題となっていることから、商工会との連
携の下、既存企業への支援や地場産業の活性化に向けた取組を推進するとともに、工業団地の整備の
下、新たな企業の立地を促進していく必要があります。

施策の体系

商工業の振興

● 商工関係団体の育成・支援

● 既存企業への支援及び地場産業の活性化

● 中小企業の振興

商工業の振興02
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主要施策

（１）商工関係団体の育成・支援
　�　商工関係団体への支援強化とともに、商工関係団体等との連携の下、若い経営者が魅力を持てる
経営改善など指導・支援体制の強化を図り、商工業の活性化に向けた各種活動の支援を推進し、商
工業活動の一層の活性化を図ります。

（２）既存企業への支援及び地場産業の活性化
　�　国、県、中小企業関係団体等との連携の下、指導・支援体制の充実を図り、経営意欲の高揚や後
継者の育成、事業の拡大等を促進するとともに、融資制度の充実に努め、経営体質・基盤の強化に
取り組みます。
　�　地場産業を中心とした、地域に根ざした商工業の促進、関係団体・異業種間の連携、支援制度の
充実により、活性化と魅力ある環境づくりに向けた取組を進めます。特に海産珍味加工業等につい
ては、知名度の向上と販路の拡大に向けたPR活動の推進やイベントの実施、大消費地への出展活動
の展開等の多面的な取組を支援し、本町ならではの特色ある地場産業として、より積極的な育成を
図ります。

（３）中小企業の振興
　�　中小企業を対象とする調査を適宜実施するほか、既存企業との連絡相談体制の充実を図り、中小
企業の実態把握に努めます。また、中小企業振興基本条例に規定する基本理念の下、中小企業振興
に関する取り組みを総合的かつ計画的に推進します。
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目的と方針

　地域資源の掘り起こしや観光拠点の整備、PR活動の強化、観光客のニーズに合わせた受入体制づく
りなど、総合的な観光振興に取り組みます。訪れる人にとって魅力的であり、町民も自信と誇りを持
つことができる観光・交流のまちづくりを推進します。

現状と課題

　本町には、人々が訪れる場や資源として、伊予灘を望む海岸線や重信川周辺、親水公園等の潤いの
ある水辺空間をはじめ、義農作兵衛の墓や松前城跡等の文化財、まさき町夏祭りや義農祭等の祭り・
イベント、美しい田園景観等がありますが、観光資源として、全国から大勢の人々を呼び込むには規模・
魅力ともに不十分であり、現在のところ、産業としての観光振興にはエミフルMASAKIに集中した状
況となっています。
　今後、既存の観光・交流拠点の整備充実、ネットワーク化や観光資源の掘り起こしを進めるとともに、
新たな魅力ある観光商品づくりや観光PRの強化、来訪者を温かくもてなす体制づくりを行う必要があ
ります。

施策の体系

観光・交流機能の
創出

● 観光・交流推進体制の整備

● 観光・交流資源の掘り起こし

● 町のイメージアップ・PR活動の強化

観光・交流機能の創出03
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主要施策

（１）観光・交流推進体制の整備
　�　本町の観光・交流機能の創出について検討し、観光協会等の観光団体の育成・強化や各種活動の
一層の活発化を促進し、推進体制の整備を図ります。
　
（２）観光・交流資源の掘り起こし
　�　水辺空間や文化財、田園景観をはじめとする本町固有の資源など来町者の嗜好に応じた町内の観
光施設（店舗）を紹介し、エミフルMASAKIを訪れた方に町内の各所にも訪れてもらうことで、地
域経済への貢献や観光振興を図ります。また、農水産物等を活用した新たな特産品など、本町なら
ではの食資源の開発を一層促進します。

（３）町のイメージアップ・PR活動の強化
　�　町ホームページの充実やパンフレットの作成、SNSなどさまざまなメディアの活用等を通じ、町
民や観光団体等との連携の下、あらゆる機会を捉えた本町の観光PR活動の強化や知名度向上の取組
の一層の充実に努めます。また、観光・交流機能の創出のため、町の伝統行事である「はんぎり競漕」
のPRを推進します。
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目的と方針

　企業等の育成や新たな商品づくり等を目指す起業・創業者等を支援するとともに、既存事業者の雇
用に配慮した雇用対策に努めることにより、誰もが生き生きと働くことのできるまちを目指し、雇用
機会の確保及び雇用の促進、勤労者福祉の充実を図ります。

現状と課題

　職種や能力レベルのミスマッチを原因とする若者の早期離職、団塊の世代の大量退職などによる人
材不足など、地方における雇用情勢は厳しい状況にあります。
　既存企業の支援など各種産業振興施策を一体的に推進し、雇用の場の充実に努め、全ての働く意欲
のある人が、生きがいを持って働き、経済的な安定を得ることができる環境の整備が必要です。勤労
意欲を持つ町民が、自らの能力を十分に発揮できる仕事に就けるよう、町内の事業所等との連携の下
で就労環境を整えていく必要があります。

施策の体系

雇用・就労環境の
整備

● 企業誘致と雇用創出の推進

● 勤労者福祉の充実

● 創業の促進と起業家の育成

雇用・就労環境の整備04
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主要施策

（１）企業誘致と雇用創出の推進
　�　良好な企業立地環境を有する南黒田の伊予市境界周辺に工業用地の整備を図るとともに、誘致や
既存企業への支援など各種産業振興施策の積極的推進により雇用の場の拡充に努めます。

（２）勤労者福祉の充実
　�　勤労者がゆとりと豊かさを実感できるよう、労働環境の改善や整備に向けた事業者への啓発など、
ワーク・ライフ・バランスを推進し、余暇活動のニーズに応えるため、文化・スポーツ・レクリエー
ションの場の充実に努めます。

（３）創業の促進と起業家の育成
　�　新たな雇用の確保につながる新事業創出や創業の促進、有望な起業家の育成に取り組みます。
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目的と方針

　安全な飲料水の安定供給に向け、水道施設の整備充実を計画的に推進するとともに、町民や事業者
の協力の下、河川や海域の水質保全と美しく快適な居住環境づくりに取り組み、公共下水道事業の計
画的推進、合併処理浄化槽の設置促進に努めます。また、豪雨などによる浸水対策に取り組みます。

現状と課題

　本町の上水道事業は、水源水質の変化や大規模地震などの課題に対応するため、平成15年度から「松
前町上水道第６次拡張事業」に取り組んでいます。これまでに、恵久美ブロック及び北伊予ブロック
の施設整備が完成し、現在、町内最大規模の給水人口を対象とする松前・西古泉ブロックの施設整備
を進めています。
　今後も、管路の耐震化や災害時の体制強化など、安全な飲料水を安定的に供給できる基盤づくりを
進めていくことが重要です。
　下水道事業については、市街化区域を中心に、認可区域の拡大を順次行いながら整備を進めており、
現在、全体計画面積714.5haに対して171.2haが完了し、普及率は35.6％となっています。
　今後も、公共下水道事業を計画的に推進し早期接続を啓発するとともに、家庭からの生活排水によ
る公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置を一層促進し、町全域における生活
排水処理施設の早期整備に努める必要があります。

施策の体系

上・下水道の整備

● 水道施設の整備充実
● 水源の保全
● 水道事業の健全運営
● 公共下水道事業の推進
● 合併処理浄化槽の設置促進
● 下水道施設の整備・維持
● 下水道事業の健全運営
● 雨水排水対策の推進

上・下水道の整備01

第５章　快適で暮らしやすい基盤づくり
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主要施策

（１）水道施設の整備充実
　�　第６次拡張事業計画に基づき、松前・西古泉ブロックの浄水場・配水池等の整備を行い、令和７
年度末の完成を目指します。また、安定的な供給を図るため、管路の耐震化を行います。

（２）水源の保全
　�　将来にわたって安全な飲料水を安定的に供給するため、地下水の水質や水位の調査を継続し、水
源の保全を行います。

（３）水道事業の健全運営
　�　施設の管理・運営体制の充実や経費の節減、経営の効率化、料金体系の適正化を図り、水道事業
の健全運営に努めます。

（４）公共下水道事業の推進
　�　公共下水道事業の認可区域において、管渠の整備をはじめ、下水道施設の整備を計画的・効率的
に推進するとともに、整備済区域における未接続世帯の早期接続の促進、施設の適正管理に努めます。

（５）合併処理浄化槽の設置促進
　�　公共下水道事業により整備を進める区域以外については、引き続き合併処理浄化槽設置の補助を
行うとともに、ホームページや広報紙を通じた啓発・PR活動を進め、設置の普及を促進します。

（６）下水道施設の整備・維持
　�　下水道が利用できる衛生的で快適な生活環境を安定して提供できるよう、下水道施設の適切かつ
効率的・効果的な維持管理に努めます。また、健全な下水道機能を維持するため、計画的に予防保
全的な補修・修繕を実施し、施設の長寿命化を図ります。

（７）下水道事業の健全運営
　�　施設の管理・運営体制の充実や経費の節減、経営の効率化、料金体系の適正化を図り、下水道事
業の健全運営に努めます。

（８）雨水排水対策の推進
　�　市街地等における浸水被害を防止するため、関係機関との連携の下、雨水排水対策の推進を図り
ます。また、浸水常襲地域への抜本的対策を進めます。
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目的と方針

　自然と都市とが調和した良好な地域環境の形成、及びバランスのとれた発展のため、土地利用関連
計画との整合を図り、地域の特性を踏まえた適正な土地利用の促進に努めるとともに、土地の適正か
つ有効な利用に向け、地籍調査事業を推進します。

現状と課題

　本町は、愛媛県の中央部、道後平野の西南部に位置する、東西6.9㎞、南北4.0㎞、総面積20.38㎢
のコンパクトなまちです。地勢はおおむね平坦で起伏がなく、大部分が海抜20m以下の平野となって
おり、西部に市街地が形成されているほか、東部一帯には肥沃な田園地帯が広がっています。また、
町全域が都市計画区域に指定され、このうち西部を中心とする市街化区域が約２割、東部一帯の市街
化調整区域が約８割となっています。地目別の土地利用状況を見ると、田が最も多く、次いで宅地と
なっていますが、これまでの推移を見ると、田が減少し、宅地が増加する傾向にあります。
　今後、自然的な土地利用と都市的な土地利用とがバランスよく調和した良好な地域環境の形成を図
るとともに、定住促進のための空家の活用や宅地等の整備などを視野に入れ、人々が集う魅力ある市
街地整備等について、町民と協働で土地の有効利用を図る必要があります。

施策の体系

土地の有効利用

● 土地利用関連計画の見直し充実・総合調整

● 適正な土地利用の促進

● 地籍調査事業の推進と成果の活用

土地の有効利用02
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主要施策

（１）土地利用関連計画の見直し充実・総合調整
　�　まちづくりの将来像である「生きる喜び　あふれる　まち　まさき」を目指すため、町内有識者
による検討委員会を立ち上げ、町内の土地利用について検討を行います。
　�　また、都市計画マスタープランや農業振興地域整備計画等の土地利用関連計画の見直しや充実・
総合調整を行い、土地利用の一層の明確化に努めます。

（２）適正な土地利用の促進
　�　土地利用関連法や関連計画、関連制度等の周知と一体的運用による規制・誘導に努め、土地利用
の実態を把握し、土地利用区分に沿った適正な土地利用を促進します。

（３）地籍調査事業の推進と成果の活用
　�　地籍を明確化し、土地を適正かつ有効に活用するため、町民への啓発活動や民間委託の推進など
調査体制の充実を進めながら、地籍調査事業を計画的に推進し、早期完了に努めます。また、地籍
調査事業の成果を多様な分野で活用するため、地籍情報の電子化を促進します。
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目的と方針

　地域の特性や町民のニーズに対応した市街地の整備を進めるとともに、町民とともに魅力的かつ適
正な市街地形成を計画的に進めます。

現状と課題

　本町では、町全域が都市計画区域（松山広域都市計画）に指定されており、市街化区域が396.1ha
（19.4％）、市街化調整区域が1,641.9ha（80.6％）となっています。市街化区域は、西部の臨海
部及び主要地方道伊予松山港線沿線、伊予鉄道松前駅周辺、役場周辺を中心に指定されており、そ
の用途地域の指定状況を見ると、住居系用途が最も多く201.2ha（50.8％）、次いで工業系用途が
159.2ha（40.2％）、商業系用地が35.7ha（9.0％）となっています。
　今後、地域の特性や町民のニーズに対応した市街地の整備に努めるとともに、町民や事業者の積極
的な参画・協働を図りながら、重要度や優先度を精査しつつ、都市施設の整備や土地の高度利用を計
画的に進め、人々が集う魅力ある市街地の再生と創造を促進していく必要があります。

施策の体系

市街地の整備
● 市街地整備推進体制の充実

● 計画的な市街地整備の推進

市街地の整備03
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主要施策

（１）市街地整備推進体制の充実
　�　国・県等関係機関との連携を強化し、町民・事業者への都市計画に関する広報・啓発活動の推進
や情報提供、町民団体の組織化や活動の支援等を進め、全町的な市街地整備推進体制の一層の充実
を図ります。

（２）計画的な市街地整備の推進
　�　町役場及び松前公園、大型商業施設周辺の新市街地については、まちの中心として、道路や公園
等の都市基盤整備と併せて行政施設や商業・業務施設・福祉施設の機能充実が図られましたが、大
規模商業施設のみの短時間の滞在となり、集客が必ずしも生かされていないことから、長時間の滞
在や町内の名所等への誘導を図る施策を検討します。
　�　伊予鉄道松前駅周辺及び西側一帯の商店街を中心とする既成市街地については、まちの玄関及び
身近な商業空間として、交流拠点（副核）の形成を進めるため、駅前広場など交通結節点としての
駅前周辺環境の整備や商店街の環境・景観整備などにぎわいの創出を図ります。
　�　交流拠点（副核）以外の既成市街地については、老朽木造家屋の密集する地区における不燃化建
築物等への建物更新、道路・空地等のオープンスペースの確保等を進め、住環境の改善と防災機能
向上を図るほか、これら以外の地区についても、道路や公共下水道等の都市基盤整備、浸水対策を
進め、良好な住環境の整備に努めます。
　�　既成市街地周辺で都市基盤の整備が十分でないにもかかわらず、市街化が進行している地区や市
街地周辺部で今後新たに市街化が予想される地区については、道路・公園等の適正配置の下、土地
区画整理事業や地区計画により新たな市街地として誘導することを検討していきます。
　�　JR車両基地・貨物駅が完成し、新たな交流拠点の形成を進めるため、関係機関との連携の下、適
正な土地利用を検討する必要があります。
　�　主要地方道伊予松山港線以西の臨海部については、工業用地、港湾としての機能充実を進めてい
くほか、新たな活力の創出に向け、南黒田の伊予市境界周辺について、企業立地を見据えた企業用
地の整備を進めるほか、北黒田の臨海部についても土地の有効利用を検討します。
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目的と方針

　誰もが安心して暮らすことができる住まいの確保を図るため、安全・安心・快適な住環境を整備し、
移住・定住の促進に向けた情報を発信するとともに、町民のニーズに適合した住宅等の整備、町営住
宅の計画的な維持管理に努めます。

現状と課題

　本町には、12団地・399戸の町営住宅があり、これまで町民生活の安定や増大する住宅需要への対
応に大きな役割を果たしてきました。しかし、これらの住宅は、昭和30・40年代に建設されたもの
が多く、老朽化が進み、耐用年限を経過した住宅が全体の約50％となっており、近年の多様な住宅ニー
ズに対応した計画的な建替えや改良が必要となっています。また、一般住宅については、市街地を中
心に低層・中低層の住宅を主体としたまとまりのある住宅地が形成されていますが、防災機能の強化
を含めた住環境の質的な向上が求められています。
　今後は、本町の住宅施策に関する総合的な指針づくりの下、誰もが安心して快適に住み続けること
ができるよう、安全性・快適性の一層の向上に努め、福祉的視点や若者の定住促進等の視点を取り入
れながら、町営住宅の建替えや改良を進めていくとともに、居住系市街地の整備等と連動した良好な
住宅地の形成、既存住宅の耐震化を進めていく必要があります。

施策の体系

住宅施策の推進

● 住宅施策に関する指針の見直し

● 町営住宅の整備

● 良好な住宅地の形成

● 既存住宅の耐震化の促進

● 定住促進に向けた取組の推進

住宅施策の推進04
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主要施策

（１）住宅施策に関する指針の見直し
　�　実情に即した住宅施策を総合的、計画的に推進するため、住生活基本計画をはじめ、その実施計
画や町営住宅の長寿命化に関する計画など、各種指針の見直しを行います。

（２）町営住宅の整備
　�　総合的な安全性・快適性の一層の向上に努め、高齢者や障がい者、子育て家庭が安心して暮らせ
る住まいづくり、若者の定住を促進する住まいづくりといった視点に立ち、耐用年限の経過や老朽
度、地域特性を踏まえて重要度や優先度を精査しながら、町営住宅の建替えや改良等の整備を計画
的に推進します。

（３）良好な住宅地の形成
　�　人口増加と安全・安心・快適な住まいづくりに向け、居住系市街地整備の一環として、都市基盤
整備の推進や地区計画制度の活用等により、既成市街地の住環境の改善と防災機能の向上を図り、
良好な市街地の形成を促進します。

（４）既存住宅の耐震化の促進
　�　耐震化の必要性に関する広報・啓発活動を推進し、町民の意識・知識の向上に努めるとともに、
助成制度の充実を図りながら、耐震診断・耐震改修に対する支援を行い、既存住宅の耐震化を促進・
強化します。また、住宅密集地区等にある老朽化が進み放置されている木造住宅について、地区の
防災機能の向上、住環境の改善に向け、除却に対する支援を行い、自主的な除却を促進します。

（５）定住促進に向けた取組の推進
　�　町外からの定住促進に向け、空家対策、住宅地の確保など快適でゆとりある良質な住宅・宅地の
供給を図り、相談・情報提供体制の充実に努め、より効果的な支援制度の整備を推進します。
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目的と方針

　町民の安全性・利便性の向上を図るため、町内道路の整備や維持管理、橋梁の耐震化などに努める
ほか、公共交通機関の充実と港湾の整備を進めます。また、交通量、危険度等を勘案した長寿命化計
画を作成し、計画的に修繕を行います。

現状と課題

　本町ではこれまで、国道56号の４車線化や、町の東西幹線となる町道筒井徳丸線の整備をはじめ、
道路網の整備を計画的に進めてきましたが、周辺の高速道路網の整備進展や大型商業施設の立地等に
伴う交通量の増大等に対応した国道・県道の渋滞対策や危険箇所の解消、これら国道・県道を補完す
る東西・南北方向の幹線町道の整備、生活道路や橋梁の整備及び維持管理等が課題となっています。
　今後も町内道路網の整備を計画的、効率的に進めていくとともに、道路整備に当たっては、人と環
境にやさしい道づくりに努める必要があります。
　公共交通機関については、伊予鉄道郡中線・JR予讃線が町を南北に縦断し、６つの駅が設置されて
いるほか、民間の路線バスが運行され、さらに、コミュニティバスが運行されています。これら鉄道
やバスは、通勤・通学をはじめ、町民の日常生活を支える交通手段として重要な役割を担っていますが、
車社会の進展や生活様式の変化、少子化等により利用者は年々減少し、その対応が求められているほか、
高齢化が進む中で、高齢者や障がい者が安全に安心して利用できる環境づくりが必要となっています。
　今後も、鉄道やバスに乗継ぎをしやすい環境づくりをはじめ、鉄道の運行体制の一層の充実や駅舎
の改築等を通じた利便性の向上、路線バスの維持・確保を働きかけるとともに、コミュニティバスを
維持しつつ更なる地域交通の充実と利用促進に向けた取組を進めていく必要があります。
　港湾については、松前港の港湾機能の向上について、管理者である県に働き掛けていく必要があり
ます。

施策の体系

道路・交通網の
充実

● 国道・県道の整備促進

● 町道の整備・維持

● 橋梁の長寿命化

● 地域公共交通の充実

● 港湾の整備促進

道路・交通網の充実05
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主要施策

（１）国道・県道の整備促進
　�　円滑な交通の確保と安全性向上のため、国道・県道の渋滞対策の促進や危険箇所の改良整備等を
関係機関に働き掛けます。

（２）町道の整備・維持
　�　町道筒井徳丸線について県道への昇格を働き掛けるとともに、東西・南北の幹線町道等の整備・
維持に努めます。
　�　集落内や集落間の町道及び生活道路については、町民との協働により良好な道路空間の維持に努
めるとともに、未改良道路の改良整備や舗装を計画的、効率的に推進します。
　�　道路整備に当たっては、災害時への対応やバリアフリー・ユニバーサルデザイン化、沿道環境・
景観の保全に配慮した、人と環境にやさしい道づくりを推進します。

（３）橋梁の長寿命化
　�　橋梁について、定期的な点検及び計画的な補修を行い、長寿命化、更新を進めるとともに、適切
な維持管理に努めます。

（４）地域公共交通の充実
　�　コミュニティバスを含めた既存の公共交通に加えて、町民ニーズに応じて更に地域公共交通を充
実させるため、デマンド型交通やカーシェアリングサービスなど多様な交通手段の導入を検討しま
す。

（５）港湾の整備促進
　�　港湾機能の維持・充実と安全性の更なる向上に向け、松前港の整備・改修を関係機関に働き掛け
ます。
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目的と方針

　町民と行政がそれぞれの役割と責任を果たし、互いの連携の下、協働によるまちづくりを推進する
とともに、地域の担い手の確保と地域づくりへの人材育成などを推進します。また、NPO等の組織化
及び活動を充実させるための支援を推進します。

現状と課題

　本町では、親しまれる広報紙の編集・発行やSNS、ホームページ、地上デジタル放送等を通じた情
報発信を行い、分かりやすく身近に感じられる広報活動に努めているほか、広報モニター制度やフレッ
シュボックス、ホームページ等を活用した広聴活動を行い、町民の意見や要望の反映に努めています。
また、町民参画による開かれた町政を推進するため、情報公開条例及び個人情報保護条例の下、情報
公開を推進しているほか、審議会・委員会の設置や町民や女性との座談会の開催、意識調査の実施、
パブリックコメントの実施等を通じた町の計画づくりへの町民参画の促進、地域づくり団体・ボラン
ティア団体の育成等に努めています。
　今後、より一層多様化する地域課題及び町民のニーズに対応するため、住民活動が活発なまちとし
ての特性を最大限に生かし、町民と行政との情報・意識の共有化や多様な分野における新たな関係の
構築を進め、協働のまちづくり、町民や民間が共に公共を担う新たな時代のまちづくりを推進してい
く必要があります。

施策の体系

協働のまちづくりの
推進

● 広報・広聴活動の充実

● 各種行政計画の策定等への町民の参画・協働の促進

● 公共サービスの提供等への町民及び民間の参画・協働の促進

● 地域づくり団体、ボランティア団体の育成とNPOの認証

● 大学等との連携強化

協働のまちづくりの推進06
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主要施策

（１）広報・広聴活動の充実
　�　より見やすく親しまれる広報紙づくりを行うとともに、SNS、ホームページ、地上デジタル放送
等を通じた広報活動の一層の充実を図ります。また、広報モニター制度やフレッシュボックス、ホー
ムページ等を活用したまちづくりに対する意見募集など、広聴活動の一層の充実に努めます。

（２）各種行政計画の策定等への町民の参画・協働の促進
　�　審議会・委員会の委員の公募や座談会の開催、意識調査の実施、パブリックコメントの実施など、
広聴体制の充実を図り、政策形成過程からその評価・見直しまで、町民の参画・協働を促進します。

（３）公共サービスの提供等への町民及び民間の参画・協働の促進
　�　多様な主体が共に公共を担うまちづくりを進めるため、行政が行うことと町民や民間が行うこと
のすみ分けを明確化し、指定管理者制度の活用や民間委託の推進等により、公共施設の整備・管理や、
公共サービスの提供等への町民及び民間の参画・協働を促進します。

（４）地域づくり団体、ボランティア団体の育成とNPOの認証
　�　学習機会の提供、交流・情報交換の場や情報の提供等を通じ、今後のまちづくりの担い手となる
地域づくり団体、ボランティア団体の育成に努め、町内のそれらの団体がNPO法人格を取得し、よ
り自立した活動が展開できるよう、認証手続に関わる支援等を行います。

（５）大学等との連携強化
　�　地域活性化と人材育成に向け、大学等との包括的連携を確立し、保健、教育、文化、産業をはじ
め多様な分野において協働の取組を推進するとともに、町内の企業や商業施設等とも連携を強化し、
協働の取組について一層の拡充を図ります。
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目的と方針

　高度情報化社会に対応するため、情報通信基盤の有効活用や電子自治体を推進し、防災をはじめ、
保健・医療・福祉、環境、防犯・交通安全、教育など、生活に関わるさまざまな分野においてICTを
活用した町民サービスの向上を図ります。また、情報セキュリティ対策のより一層の強化を図り、安心・
安全なネットワーク環境を実現します。

現状と課題

　インターネットやスマートフォンといった近年の情報通信技術の急速な発展により、情報通信環境
は日常生活に欠かせない生活基盤の一つになっています。さらに、今後は、IoTにより自動車や家電
など、あらゆるものがインターネットにつながり、AIやロボットを活用したサービスなどにより人々
の生活にさまざまな変化をもたらし、付加価値を創出することが予想されます。
　本町は、光ケーブルにより庁舎と全出先機関を接続し、また、民間事業者のブロードバンド網も町
全域をカバーしており、県下でも有数の情報通信環境を誇ります。
　これまで、住民票の写しや印鑑証明書・戸籍謄本などの証明書をコンビニエンスストア等でも取得
できるサービスを開始するなど、ICTを活用した町民サービスの向上に取り組んできました。今後は、
町民の日常生活や企業活動・行政手続における利便性・生産性の向上を図り、また、多様化する新た
なニーズに対応し、ICTを利活用することが必要です。

施策の体系

情報化の推進

● 行政内部の情報化の推進

● 行政サービスの情報化推進

● 情報セキュリティ対策の推進

情報化の推進07
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主要施策

（１）行政内部の情報化の推進
　�　行政事務におけるICTの活用が急速に進展する中、住民基本台帳、税、福祉等の各システムの安
定運用と、これまで構築してきた庁舎及び全出先機関をカバーする、高速かつ安心・安全な通信基
盤を維持しつつ、新たなサービス利用に併せ、設備の維持増強を図ります。
　�　業務効率化やコスト削減、さらには、BCP施策を推進するために、総合行政ネットワークを利用
したASPサービス利用の推進や自治体クラウドの導入を検討し、情報システムの集約化と共同利用
による効率化を図ります。

（２）行政サービスの情報化推進
　�　様々な分野の行政サービスにおいて、ユーザー目線で積極的にデジタル技術を活用し、より便利
でより質の高い行政サービスの提供を推進します。
　�　また、町民へのサービス向上を図るため、マイナンバーカードを活用した新たなサービスの展開
について検討を進めます。

（３）情報セキュリティ対策の推進
　�　情報資産の適切な運用・管理や職員への研修を継続し、セキュリティ対策のためのシステムの安
定稼働に努めるとともに、必要に応じてセキュリティの維持増強を行います。また、情報セキュリ
ティ監査の実施や運用マニュアルの整備などによる情報セキュリティ対策の強化に努めます。
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目的と方針

　民間活力、広域行政等、さまざまな手法により効率的な行政運営に取り組み、将来にわたって安定
した行政サービスを提供するため、町税をはじめとした自主財源の確保に努めるとともに、既存事業
の見直しなどによる歳出の圧縮に努め、健全で持続可能な財政基盤を確立します。

現状と課題

　本町は、平成の大合併の流れの中で、愛媛県において単独町政を自ら選択したまちで、自らの力で
独自の自治体経営の道を切りひらくため、これまで、行政改革大綱及び集中改革プラン等に基づき、「飛
躍」に向けた聖域なきゼロベースの改革等を基本として、事務事業の見直しや民間委託の推進をはじ
め、徹底した行財政改革を推進し、目標どおりの収支改善を実現するなど、大きな成果を上げてきま
した。しかし、本町の財政状況は、歳入面では、大型商業施設の立地や企業の工場増設に伴う固定資
産税の増収など明るい材料がある一方、歳出面では、公債費や増大し続ける特別会計への繰出金等が
財政を圧迫し、今後も厳しい状況が続くことが見込まれます。
　また、本町の公共施設については、松前町公共施設等総合管理計画と当計画に基づき施設ごとの管
理方針を示した個別施設計画に沿って施設の長寿命化等に取り組んでいます。しかし、建物の６割が
築30年を経過するなど老朽化が進んでおり、将来の状況によっては、財政的な理由で施設の整備や改
修ができなくなる可能性があります。
　今後も行財政改革に関する指針の見直しの下、これまでの成果を踏まえながら、事務事業や組織・
機構の見直し、定員管理の適正化、職員の資質向上、効率的で安全な公共施設等の維持管理など、行
財政改革を継続的に推進していくとともに、国や県の動向を勘案しながら、今後の広域行政のあり方
についても検討していく必要があります。 

施策の体系

持続可能な
自治体運営

● 行財政改革の推進

● 公共施設等の総合的・効率的な運営

● 周辺市町との連携

● 健全な財政運営

● 計画的な自治体運営

持続可能な自治体運営08
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主要施策

（１）行財政改革の推進
　�　税外収入の確保に努めるとともに、中長期的な見通しに立った行財政運営、自立した持続可能な
まちづくりを進め、指定管理者制度等による民間活力の活用を図ります。また、計画・事業の進捗
管理や点検に基づき、事業効果や費用効果など重要度、緊急度等を総合的に勘案し、事業の重点化・
選別化を図ります。

（２）公共施設等の総合的・効率的な運営
　�　予防保全を前提にした改修サイクルの構築により施設の長寿命化を進め、ライフサイクルコスト
の縮減や維持管理、更新費用の縮減を図ります。また、人口状況の変化に対応した施設の複合化、
多機能化、ユニバーサルデザインなどを計画的に進めます。さらには、民間活力を柔軟かつ積極的
に活用し、施設運営の効率化を図ります。

（３）周辺市町との連携
　�　周辺市町との連携の下、一部事務組合等による広域施策・共同事業の効率的な推進に努めます。
また、圏域の持続的発展と地域の活性化を目指し、中予の３市３町で構成する連携中枢都市圏にお
いて策定した「まつやま圏域未来共創ビジョン」に基づき、人口減少・少子高齢化の社会にあっても、
安心して暮らせるように、圏域で協力してさまざまな取組を推進します。

（４）健全な財政運営
　�　経費の節減や事務の効率化に努めるとともに、事業の費用対効果や重要性、緊急性等を総合的に
勘案し、限られた財源を有効活用するほか、財政状況の分析等も行いながら、健全な財政運営に努
めます。

（５）計画的な自治体運営
　�　多様化する行政課題や町民ニーズに対応したまちづくりを目指し、各種計画の確実な推進を図る
ため、計画的・効率的な自治体運営に努めます。
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